
特別定額給付金申請に関する本人確認書類について 

【本人確認書類一覧】 

原則①～②のいずれかの組み合わせで、確認させて頂きます。 

（ただし、①、②の書類をお持ちでない方につきましては、③の書類で確認させていただきます） 

① A の書類１点

② B の書類２点

③ Ｂ，Ｃの書類それぞれ１点ずつ

A． 顔写真付き書類 

旅券、運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 7 月 9 日以降発行のもの）、 

マイナンバーカード（個人番号カード）、住民基本台帳カードＢ（写真有）、在留カード（写真有）、

特別永住者証明書（写真有）、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、 

戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、 

特殊電気工事資格者認定証、教習資格認定証、検定合格証、宅地建物取引士証、 

無線従事者免許証、耐空検査員の証、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、 

航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、官公署発行の身分証明書又はこれ

らと同等の書類 

Ｂ．顔写真なし書類 

住民基本台帳カード（写真なし）、健康保険証、介護保険証、国民健康保険証、 

後期高齢者保険証、生活保護受給者証、船員保険被保険者証、年金手帳、国民年金の証書、 

船員保険の年金証書、厚生年金保険の年金証書、共済組合員証、共済年金の証書、 

恩給の証書、敬老手帳、学生証（写真付き）、法人発行の身分証明書（写真付き） 

※マイナンバー通知カード（顔写真無しのカード）は本人確認書類になりませんので、貼り付けな

いでください。 

Ｃ．上記以外の本人名義の書類 

キャッシュカード、クレジットカード、預（貯）金通帳、納税通知書、社員証（顔写真付）

「振込先金融機関口座確認書類」としてＣ．で示したキャッシュカードや預（貯）金通帳の写し

を添付していただいている方は、当該写しを本人確認書類に流用しますので、「Ｂ．顔写真な

し書類」は 1 点でもＯＫとなります。 



マイナンバー通知カード（顔写真のない紙のもの）は 

確認書類になりません。ご注意ください。 
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